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は じ め に
　私たち姫路市民の誇りであり、本市のシンボルでもある姫路城は、築城されて以来、

近世から近代、現代と移り行く激動の時代の中でも、人々のたゆまぬ努力により、現在

も美しい姿を保ち続けており、その優雅さは今を生きる私たちの心を捉えてやみません。

　このように大切に守られてきた姫路城は、中曲輪内が特別史跡に、大天守をはじめと

する82棟の建造物が国宝あるいは重要文化財に指定されており、平成5年に我が国初の世

界遺産に登録されてから、30年が経過しました。

　グローバル化の急速な進展に伴い、様々な分野で世界のつながりが深まる中、近年、

姫路城には世界中から観光客が訪れており、日本の文化や文化財に対する関心の高まり

と、世界に認められた姫路城の価値を改めて実感することができます。

　このような中、平成30年に文化財保護法が改正され、文化財の保存管理と活用の理想

的なサイクルを構築する必要性が改めてクローズアップされています。

　これまで本市では、「特別史跡姫路城跡整備基本構想」を基に特別史跡と国宝・重要

文化財建造物、それぞれの計画を策定し、保存管理や活用に努めてきましたが、世界遺

産姫路城の保存継承は、特別史跡や、国指定建造物の保存活用に留まらず、周辺整備も

欠くことのできない密接不可分な要素であることから、この度、それぞれの計画を一元

化し、世界遺産の視点も取り入れた「姫路城保存活用計画」を策定しました。

　今後も世界の宝物である「姫路城」を未来の世代に引き継いでいくためには、市民の

皆さまだけでなく、国内外のすべての人々が一緒になって、姫路城の保存活用について

考えていくことが必要不可欠です。

　このような考えのもと、これからも先人たちの想いを胸に、市民の皆さま、国内外の

皆さまと協働しながら、本計画に基づき、引き続き姫路城の保存管理を確実に進めると

ともに、周辺地域も含めた活用を図り、姫路城を将来の世代に確実に引き継いでまいり

ますので、皆さまのさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。

　なお、本計画の策定におきましては姫路城保存活用計画認定検討会議委員の皆さまを

はじめ関係者の皆さまにご協力を賜り、また、市民の皆さまからもご意見、ご提案をい

ただきました。心から御礼を申し上げます。

	 令和7年（2025年）3月

姫路市長　
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